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運送事業者燃料価格高騰対策支援金[第３弾] 

の申請受付を開始しました 
 

市では、岩手県が実施する運輸事業者運行支援緊急対策事業(第５弾)に併せて、長期

化するエネルギー価格の高騰の影響を緩和し、貨物輸送の安定した運行を支援するため、

市内のトラック事業者等に対し『盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金［第３弾］』

の支給申請受付を開始しました。 

記 

１ 主な支給対象要件 

 (1) 支給対象事業者 

・ 岩手県運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第５弾)の支給決定を受けた事業者

であること 

・ 市内に本社や営業所等を有する事業者（個人事業主を含む）であること など 

(2) 支給対象車両 

  ・ 現に事業用として保有している車両であること 

・ 市内を使用の本拠とする車両であること  など 

2 支援金額 

支給対象車両１台につき ２万1,000円  

３ 申請受付期間 

令和７年３月３日（月）から令和７年７月18日（金）まで（消印有効） 

※ 岩手県運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第５弾)（申請期限：令和７年４

月25日(金)）の申請がお済みでない場合は、先に岩手県トラック協会への申請

手続を済ませていただく必要がありますので御留意願います。 

（予算の上限に達した場合、申請受付を終了しますので御留意願います。） 

４ 添付資料 

  事業概要リーフレット 

 

 

 

盛岡市プレスリリース 
～ひと・まち・未来が輝き 世界につながるまち盛岡～ 
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